
現行の情報公表・情報提供の仕組み①  
（認可保育所に関する情報）  

○現行制度においては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。  

○また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十四条 （略）  

2～4 （略）  

5 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると   
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厘生労働省令㈱の撞供を行わ   
なけ九ばならない。  

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対上工その行う保軌脚、並びにその   
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  

2 （略）   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）  
第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厘牛労働省令の定める主項は．次のとおりとする。   

－ 保育所の名称、枯骨及び甜者に関する事項   

－の二 当該保育所が認定こども園（就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ。）  

である場合にあっては、その旨   
二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項   
三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項  

イ 保育所の入所定員．入所状況、他見の状況及び関所している鮪闇  

口 保育所の倶育の方針  
ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数  
二 当該保育所が私立認定保育所である場合にあっては、第二十四条の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法  
ホ その他保育所の行う喜美に関する事項   

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する坂又は就学前保育等推進法第十三条第四項の規定による保育料の後に関する事項   
四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する  

利用料の額   
五 保育所への入所手続に関する事項   
六 市町村の行う保育の実施の概況  

② 法第二十四条黄玉項に規定する情報の提供は、  卿ような方法で行うものとする。  117  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第一章 総則  
4 保育所の社会的責任  

（1） （略）  

（2）保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな  
けれlまならない。   

第六享 保護者に対する支援  
2 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  

（1） （略）  

（2）保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②  
（認可外保育施設に関する情報）  

○現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項   

等について、都道府県に対する報告を義務付けている。  

○都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第五十九条のこの五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、御し当該施設の運営の状況を  
」駈遠慮県盟主l通告しなけねばな主なし上。  

2 剋道府県知事蛙、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に閲し児童の福祉のため必真土  

靖を取りまとめ、これを各施設の所在地地表亘るものとする。   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）  

第四十九条の七 法第五十九条のこの五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日まⅥこ提出することにより   
行うものとする。   

一 施設の名称及び所在地   
二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地   
三 建物その他の設備の規模及び構造   

四 施設の管理者の氏名及び住所   
五 開所している時間   

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項   
七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数   
八 入所定員   
九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制   

十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定   
十一 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額   

十二 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容   
十三 その他施設の管理及び運営に関する事項  
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現行の情報公表■情報提供の仕組み③（認定こども園）   

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を   

周知する義務が課せられている。  

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律案77号）  
（認定こども園に係る情報の提供等）  

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた  
施設において提供される±ニビスを利用しようとする者に射し、筑四条笛一項各号に揚げる塞項及び教育保育枕専 （当該施設において行われる教育及び  

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、   

同様とする。  
2（略）   

（認定の申請）  

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項  
各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
一 氏名又は名称及び住所並びに法人l≒あっては、その代表者の氏名   

二 施設の名称及び所在地  
三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと  

する。）   

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に  

区分するものとする。）  

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項  
2（略）   

◎就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）  
（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）  

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と  

するものの別  
二 認定こども園の名称  

三 認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名   

四 散育及び保育の目標並びに主な内容  
五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み④  
（子育て支援事業）  

○ 現行制度においては、市町村に対し、子育て支援事業に関する必要な情報提供の義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  

第二十一条の十一 市町村は、二㈱ 行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者   

の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事什を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利   

用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は   

調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要諦を行うもの．とする。  

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託すること   

ができる。  
④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第六章 保護者に対する支援  
3 地域における子育て支援  
（1）保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等  

を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。  
ア 地域の子育ての拠点としての棲能  

（ア）～（ウ）（略）  

（エ）地域の子育て支援に関する情報の境供  
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他の社会保障制度における情報提供制度の例①（医療）   

改正前制度  現行 制 度  

住   

県  

関  

T     O「一定の惰軌は医療職朋でも閲覧可能        0正確かつ達切な情報の積捷的な提供を行うよう努める責務   民  

【患者が医療情報を得る手段】   

○医療横間の行う広告  

○ インターネット等による広報   

※ 医療機関側による任意の情報   

○ 利用者に対する医療機関内の院内  
掲示  

○ 患者等からの相軌＝適切に応ずるよう努める責務  【見直しの視点】   

○ 必要な情報は一律に提供   

○ 情報を集約化  

○ 客観的な情報をわかりやすく提供  

○ 相談・助言機能の充実  

【「一定の情報」の例】※具体的な脚討全で検討  

○ 管理・運営・サービス等に関する事項（診療科日、診療日、診療時間、病床数、外国語対応 等）  

○提供サービスや医療連携体制に関する事項（書門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、   

対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医薇連凛体制等）  

○ 医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策．クリテイカル′くスの実施、   
診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数等）   

※死亡率など治療結果情報のアウトカム指標については、今後、データの適切な開示方法等、客観的な  
評価が可能となったものから順次追加予定  
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別添  
医療機関の医療機能に関する情報【病院】   

1．管理・運営・サービス等に関する事項  注記   

（1）基本情報  

病院の名称  ※正式名称（フリガナ）・英桔表紀伯－マ字褒妃）   

2  病院の閑散肴  

3  病院の管理者  

l  病院の所在地  ※郵便番号・住所（フリガナ）・英語衰妃   

5  案内用t桔番号及びファクシミリ番号  

6  診療科目  ※医療法施行令第3集ゐ2に基づく診療科目名   

7  鯵ホ日（診療科日別）  ※象記方法は都道府県の任意  ．   

8  診ホ時間（診療科目別）  ※表記方法は都道府県の任意   

l  病床種別及び届出・肝可病床劇  

（2）病l監へのアクセス  

10  病院までの主な利用交通手段  ※表記方法は都道府県の任意   

有無  

病院の駐車量■  駐車台数  

有料t無料の別  

ほ  支内用ホームページアドレス  

13  案内用t子メールアドレス  

14  外来受付時間（鯵療科日別）  ※泉紀方法は覇道府県の任意   

15  予約鯵欄の有東  ※表記方法は都道府県の任意（診療科の別、初診・再診の別、予約用電話番眉等）   

18  時間外対応  ※別表   

17  面会の日及び時間帯  

（3）院内サービス等  

18  院内処方のキー  

19  対応することができる外国悟の種類  ※表記方法は都道府県の任意   

20  障書者に対するサービス内容  ※別表   

21  車椅子利用者に対するサービス内容  ※別表   

22  受動喫煙を防止するための措覆  ※別表   

医療に関する相談窓口の設置の有無  
2：1  医療に関する相談に対する体制の状況  

相談員の人数  

24  病院内の売店又は食堂の有無  

25  入院食の提供方法  

（4）女用負担等  

28  保険匹敵櫨肌公貸1担匿僚廿叫及びその他の麟続の檀積  ※別表   

「特別の探養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッ  
ド数及びその金額  

「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び  
その金線  

2丁  選定療雇  
「保険医欄機関が表示する診療時間以外の時間における  
診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額  

r病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特  
別の料金の徴収の有無及びその金額  

「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特  
別の料金の徴収の有無及びその金額   

28  治験の実施の有無及び契約件数  報告を行う年度の前年度の治験実施に係る契約件数   

2g  クレジットカードによる料金の支払いの可否  

3D  先進医療の実施の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

2．提供サービスや医ま違秩体1剛こ関する事項  

（1）診療内容、提供保健・医療・介護サービス  

31  専門医の種類及び人数  ※別表   

32  保有する施改段備  ※別表   

33  併設している介護施設  ※別表   

34  対応することができる可能な疾患・治療内容  ※別表   

35  対応することができる短期滞在手術  ※別表   

36  専門外来の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

37  健康診断、健康相談の実施   
健策診断実施の有無及び内容   ※言己入式（文字数等の制限可〉  

健康相談実施の有精及び内容   ※記入式（文字数等の制限可）   

38  対応することができる予防接種  ※別表   

39  対応することができる在宅医療  ※別表   

40  対応することができる介捜サービス  ※別表   

セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無  
41  セカンド・オピニオンに関する状況  

セカンド■オピニオンのための診療の有無及び料金  

42  地域医療連携体制   
医療連携体制に対する窓口設置の有無  

地域連携クリテイカル／くスの有無  

地域の保健医療サービス又は福祉サーービス  
43   を提供する肴との連携に対する窓口設置の  

有無  
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3．医療の実♯、鰯異に嘱する事項  

医♯従事者の人数   ※別表  

44  病院の人■配t  外来患者を担当する医療従事者の人数   ※別表  

入院患者を担当する医療従事者の人数   ※別表   

45  モ護師の配書状況  ※一般病床、■養病床、精神病沃、患染痘病床、結核病床別の書護配t   

医療安全についての相蛛窓口役tの有無  

医療安全t理者の配tの有無及び■任又は兼任の別  
ヰ8  法令上の義務以外の医♯安全対策  

安全管理部門の設tの有無及び部門の構成■の書穫  

匡■事故情報収集専事業への参加の有無  

院内感染対策を行う者のE暮の有兼及び専任又は兼任の別  

47  法令上の♯務以外の院内感染対策  境内感染対策部円の設tの有丸及び部門の♯成■の■檀  

院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無  

48  入院鯵ホ計画策定時における院内の1携体輌の書■  

オーダリングシステムの中人の有無及び導入状況  

lCDコードの利用の有無  
ヰ9  診療情報管理体制  

t子カルテシステムの導入の有無  

診療録管理■任従事者の有無及び人数  

郭  情報開示に関する窓口の有無  

51  症例検討休刊   
臨床病理検討会の有無  

予後不良症例に関する院内検肘体制の有無  

死亡率、再入鹿率、疾患別・治療行為別の平均在院日数  
等治療綺具に関する分析の有ね  

52  治療緒果什相  
死亡率、再入院串、疾患別・治療行為別の平均在抗日数  
零治療結果に関する分析結果の提供の有ホ  

病床積倒ごとの患者数   前年度の18平均点音数  

53  患者数  外来患者の敷   前年度の1日平均患者数  

在宅患者の数   前年度の1日平均患者数   

54  平均在院日数  前年度の日数   

55  患者満足度欄倭   
患者満足度臍査実應の有無  

患者満足度爛査結果の提供の有無  

56  （財）日本医療機能押価機檎l＝よる致定の有無  

他の社会保障制度における情報提供制度の例②、（介護）  

介護サビスの公表度の主   
十情報制旨   



介護サービス情報の公表制度の仕組み  
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介護サービス情報の公表事項① 【報告事項】  

一 事業所又は施設（以下この表において「事業所等」という。）を運営する法人又は法人でない病院、診療所若し〈は薬局（以下この   

号において「法人等」という。）に関する事項   

イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 法人等の代表者の氏名及び階名   
ハ 法人等の設立年月日   
二 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス   
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項   
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 介護保険事業所番号   
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名   
二 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日又は指定若しくは許可を受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合  

にはその直近の年月日）   

ホ 事業所等までの主な利用交通手段   
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  
制垂題   
イ 拙種別の従堂老の数   
p 従糞者の勤務形態．労働暗闇、酬 院患者数簑   
ハ働た経験年数等   
二 従芙者の健康診断の実施状況   

ホ その他介護サービスの種板に応じて必要な事項  
四 介護サービスの内容に関する事項   

イ 事業所等の運営に関する方針   
口 当該報告に係る介護サービスの内容等   
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績   
二 利用者等（利用者又はその家族をいう。以下同じ。）、入所者等（入所者又はその家族をいう。以下同じ。）又は入院患者等（入院  

患者又はその家族をいう。以下同じ。）からの苦情に対応土星忍口等の状況   
ホ 当該報告に係る介護サ仙ビスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項   
へ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等   
卜 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把渡する体制、第三者による評価の実施状況等   
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項  
六 その他都道府県知事が必要と認める事項  
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介護サービス情報の公表事項② 【調査事項】（抄）  

第一 介護サービスの内容に関する事項   

一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院   
患者等の権利擁護等のために講じている措置   

イ 共通事項（（3）については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、（4）に  
ついては居宅介護支援を除く。）   
（1）  介護サービスの提供開始瞭における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の  

I司青の取得‥の壮滑   

（2） 利用者等、入所者等脚の状況   
（3）利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の風真  

の取得の壮滑   

（4） 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の臭魔の状況   
口～二 （略）   

二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置   
イ 共通事項   

（1） 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの掌の確保のための取細の状況   
（2） 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取細の状況   

口～ワ （略）   

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置   
共通事項  

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置   

イ 共通事項（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）   
（1） 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況  

（2） 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況  

口 （略）  

五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携   
イ 共通事項   
（（1）については訪問介護（中略）に限る。）   
（1） 介護支援眉門畠書との連携の状況   

（2） 幸治の医師等との連摸の比況   
（3） 地域包括支援センターとの連携の状況   

口～ヌ （略）   

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項   
一 遍切な事業運営の確保のために講じている措置  

共通事項   
（1） 従業者等に対する従蓋者等が守るべき倫理瑚温   
（2） 計画的な手菱運営のための取組の状況   

（3） 事菱運営の透明性の確保のための取組の状況   
（4） 介護サービスの提供に当たって 改善すべき醐組の状況   

二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置  
共通事項（（3）については、訪問介護（中略）に限る。）  

（1） 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況  
（2） 介護サービスの提供のために必要な情報につ‡いて従業者闇で共有  ための取組の状三  
（3） 従業者からの相談に対する対応及び従堂者に対する桔凛の妾條の状況   

三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置  
共通事項  
蛮全管領及び衛牛管理めための取細の状況   

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置  
共通事項   

（1）  個人情報の保護の確保のための取組の状況  
（2） 介護サービスの提供記録の聞元の実施の壮況   

五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置  
共通事項  
（1） 従蓋者等の計画的な教育．研 
（2） 利用者等、入所者等又は入院庚者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の  
（3） 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況   

第三 都道府県知事が必要と認めた事項  

の冥】罷の状‡   



社会福祉事業の評価に関する枠組み  

○ 社会福祉事業については、社会福祉法により、サービスの質の評価を行うこと等により、良質かつ適切なサー   

ビスを提供する努力義務が課せられている。  

◎ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）（抄）  

（福祉サービスの質の向上のための措置等）  

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス  

を受ける者の立場に立って良質かつ達切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。  

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ達切な評価の実施  

に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。  
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保育所の自己評価に関する枠組み   

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自  己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  

第四章 保育の計画及び評価  

2．保育の内容の自己評価  

（2）保育所の自己評価   

ア鑑真底止、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等に？D工丘旦  

評価を行0、皇卿。   

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。   

（ア）地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結  

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。   

（イ）児童福祉施設最低基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に閲し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要  

1㈲音・目的   
○ 意義   

事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な  
立場から評価する事業。  

○ 目的   

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、   

碍祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス   

選択に資するための情報となること。  

2．福祉サービス第三者評価事業 

○ 指 
の推進方策  

針の策定  

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する  

指針」を発出。 （平成16年5月7日）  
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。  

○ 推進体制  
【全国の推進組織】  

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者  
評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。  

【都道府県の推進組織】   

・都道府県推進組織が、第三者評価橡関認証委員会・第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価  

機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の推進体制  

ず生労鵬省  

助成・恥害  助成・的琶  

全在社会福祉協闊会  都道何れ推進槻＃  

全国社会福祉協議会Iこ押領事象酋及協議会及び  
評価基準等善良会を組  

以下の顎琵琶菓縫   

0伝道府嘱l粧逓増ヰにl灯するガイドラインの翳定・雲   
間こ隋すること  

0罷祉サービス亀三番騨輌瑚狂柾ガイドラインの幣   
定・要厭に『すること  

01各社サービス第三者押缶基華ガイドラインの悔雀 
更新に喝すること  

01亀敬サービス第三者群像暢欒の公諷ガイドラインの   
策定・更鱗こ蝕すること  

Oi評脚盈菅又成羽♯専モデルカリ手コラムの作成 
更新その他騨缶調き壱k罷研修に時するこ亡   

0福祉サービス驚三者評価蓼棄の旨及暫共に閲するこ  
と  

ぐ）モの憎砥祉サービス第三者肝師事饗の花道に間可る  
こと  

班選局眉、詳遅何県社会福祉協議会、公立法人又  
は班邑何県村道当と監める団体とする  

勢≡名評価1纏聞重患証委員会  

巣三者評価機関  

0果三青騨相同の擢旺  
0勢≡看膵囁尊書に喝する苦情等への対昭  
0その他累≡青枠膵雷の檻牡  

幕≡曹騨価  
■職違の  
巳のに毛頭  

策三吉評価基層等委員会  陣
価
 
 

n第三書評低量撃取しF零三壱評囁▲わ手法の馬登・   
貿鯖  

〔〉評価阿歪首賛成研修及び評価調査青総柄研修の   
糊  

口第三書評缶事賛に関する問悔ク上隈放び酋及啓発   

tて）累三善評価給電の訟巽等  

福祉サービス事象巻  

い隅即  ？
－
ビ
ス
罠
倶
 
 

W A M N E T・〈第三者評価事業に関する情報の鵜戟）  

憫牒紀〕利用  … 哨萄の利用  

利  用  者  



「福祉サービス第三者評価事業」の   

保育所における受審の状況  

受藩件数  受審率   

川7年度   川8年度   川9年度   川7年度   川8年度   川9年度   

1，了66   2，155   3，αは   1．87％   2．24％   3．17％   

529   650   977   Z詳軌   え餌％   4．28％   
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  
（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）  

2 サービスの量的拡大  

（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高さや実施や普及に時間がかかることを  

考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優先的に取り組む必要がある。   

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付について剋星である。  

社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

③国民負担についての含意形成  

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置づけを明確にした上で、効果的な財源投  

入を行うことが必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本“重点  

戦略”」において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とす  

る子ども達に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとするモ責工⊆阻する経済的支援の充実も、緊急性の  

高い保育を艶めと生る±ヒービスの充実の優先の必要性にも留意ヒ互互監旦三途鼓圭づ皇。   

少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの役割に応じ、費用を負担していくよう、合意  
形成が必要。   




